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公布された条例等のあらまし 

◇島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則（規則第30号） 

１ 規則の概要 

⑴ 地方税法の改正に伴う規定及び様式の整備（第34条・第34条の２・第36条・第79号様式―第85号様式関係） 

⑵ 地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う規定の整備（附則第10項関係） 

⑶ 引用する条項の整理 

⑷ その他規定及び様式の整備 

２ 施行期日 

 この規則は、公布の日から施行することとした。ただし、１の⑵及び⑷の一部については令和６年４月１日から、

１の⑶については令和７年１月１日から施行することとした。 

 

規 則 

 

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月31日 

島根県知事 丸 山 達 也   

島根県規則第30号 

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則 

島根県県税条例施行規則（昭和51年島根県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

 第９条及び第28条第３項の表第７号中「第11条の９第３項」を「第11条の10第３項」に改める。 

 第34条の見出し中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加え、同条中「第42条第３項」を「第739条の４第２項」に

改め、「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。 

 第34条の２（見出しを含む。）中「県民税」の次に「及び森林環境税」を加える。 

 第36条の表第１号右欄、同表第２号右欄、同表第３号右欄及び同表第４号右欄中「県民税」の次に「及び森林環境税」

を加える。 

 附則第10項中「令和３年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。 

  第17号様式その１及び第17号様式その２中「島根県指定金融機関㈱山陰合同銀行」を「島根県会計管理者」に改める。 

 第17号様式その４中 

「                 

を 

 ０ １ ４ ２ ０ 
 
９ 

 
 ９ ６ ０ ０ ０ １    

  

 加
入
者
名 

 島根県指定金融機関 

 株式会社山陰合同銀行本店営業部 

 

                」 

 

「                 

に、 

 ０ １ ３ ０ ０ 
 
０ 

 
 ９ ６ １ １ ３ １    

  

 加
入
者
名 

島根県会計管理者 
 

                」 

 

  

「         
 

を 

 
０ １ ４ ２ ０ 

 
９ 

払込料金 

加 入 者 

負 担 

 

    
    

    ９ ６ ０ ０ ０ １  

 
島根県指定金融機関 

株式会社山陰合同銀行本店営業部 

 

  」
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「         
 

 
０ １ ３ ０ ０ 

 
０ 

払込料金 

加 入 者 

負 担 

に改める。 

   
   

    ９ ６ １ １ ３ １ 

 

島根県会計管理者 

  」 

 

「    

  

法

 

 

 

人 

所在地  

 第31号様式中 
 名 称 

（電話         ）

 
を 

  法人番号           
  

 
              

              

  」

「    

に、 

 

本  店  所  在  地 

 

 

 

 
電   話   番   号 （     ）    － 

 

 （ ふ り が な ） 

法   人   名 

 

 

 

 

法  人  番  号 

             
 

 
              

              

代  表  者  住  所 
  

 （ ふ り が な ） 

代  表  者  氏  名 

  

  」

「備              考」を「摘              要」に改め、同様式に備考として次のよう

に加える。 

 備考 この届出書には、税務署に提出した収益事業開始等届出書、定款、規約又はそれらの写しを添付してください。 

 第35号様式中「第11条の９第３項」を「第11条の10第３項」に改める。 
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     「    

 
「

    ◎この証明書は、下記の領収年月日が 

  年  月  日までのものに限り

使用できます。 

◎領収日付印のないもの、登録番号欄・ 

県民センター所長印・有効期限欄が消

してあるものは無効です。 

 

に 第71号様式その２中 

 領収日付印のないもの、登録番号欄・

県民センター所長印・有効期限欄が消

してあるものは無効です。 

 

を 

 

   」   

       」  

改める。 

 第79号様式中「島根県指定金融機関㈱山陰合同銀行」を「島根県会計管理者」に改め、「個人の県民税」の次に「・森

林環境税」を加える。 

 第80号様式から第84号様式までの様式を次のように改める。 
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第80号様式（第34条の２関係） 

第     号  

年  月  日  

     県民センター所長 様 

市町村長   

 

個人の県民税及び森林環境税払込報告書 

 

会計年度      年度    

払込期別   年  月分    

区 分 税 額 延滞金 加算金 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 該 年 度

分 と し て

納 付 （ 納

入 ） の あ

っ た 県 民

税 、 市 町

村 民 税 及

び 森 林 環

境 税 に 係

る 徴 収 金

の合計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

前月までの累

計（前月分払

込 報 告 書 の

④） 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

円 円 円 円 

現 年 分 

(令和５年度以前分) 
  

  

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

    

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

    

① 計     

①のうち当月

戻出した過誤

納金 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

    

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

    

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

    

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

    

② 計     

当 月 分 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

    

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

    

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

    

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

    

③ 計     

 

 

 

 
 

累 計 

（①－②＋③） 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

    

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

    

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 
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 滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

    

④ 計     

 県民税 森林環境税 

払 込 按 分 率 

⑤ 

令和６年度以後分 0．         0．         

令和５年度以前分 0．          

区 分 税 額 延滞金 加算金 計 税 額 延滞金 計 

払込むべき県民税及び森林

環境税 

（④×⑤） 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

           

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

       

現 年 分 計        

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

           

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

       

滞 繰 分 計        

⑥ 計            

前月までに払込んだ県民税

及び森林環境税（前月分払

込報告書の⑦＋⑪＋⑫） 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

           

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

       

現 年 分 計        

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

           

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

       

滞 繰 分 計        

⑦ 計            

森林環境税に係る過誤納金

等 

⑧ 

 

       

森林環境税に係る過誤納金

等返納額 

⑨ 

 

       

 

 

 

 

当月払込むべき県民税及び

森林環境税 

（⑥－⑦－⑧＋⑨） 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

           

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

       

現 年 分 計        

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

           

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

       

滞 繰 分 計        
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⑩ 計            

当月払込んだ県民税及び森

林環境税 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

           

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

       

現 年 分 計        

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

           

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

       

 
うち平成18年度 

以前課税分 

           

滞 繰 分 計        

⑪ 計            

清 算 に よ る 過 払 充 当 額 

現 年 分 

(令和６年度以後分) 

           

現 年 分 

(令和５年度以前分) 

       

現 年 分 計        

滞 繰 分 

(令和６年度以後分) 

           

滞 繰 分 

(令和５年度以前分) 

       

滞 繰 分 計        

⑫ 計            

 

 

当月払込んだ県民税及び森

林環境税⑪合計額 

県民税＋森林環境税 本 税 延滞金 加算金 計 

現年分     

滞繰分     
 

記載要領 

（報告書の提出に当たっての留意事項） 

１ 按分率が確定したことにより滞納繰越分の過払が生じた場合は、当該年度現年課税分の清算を行う「個人の県民

税及び森林環境税払込報告書」によって滞納繰越分の清算を行ってください。 

２ 「滞納繰越分に係る個人の県民税及び森林環境税滞納状況報告書」及び「現年課税分に係る個人の県民税及び森

林環境税滞納状況報告書」により県民税及び森林環境税の未払込が生じた場合は、各月の払込報告書とは別に未払

込分の払込報告書として作成してください。 

（報告書各欄記載に当たっての留意事項） 

１ 「前月までの累計①」欄は、前回提出した払込報告書の「累計④」を記載してください。 

２ 「①のうち当月戻出した過誤納金②」欄は、当該年度分の徴収金のうち、当月戻出した過誤納金の額を記載して

ください。 

３ 「当月分③」欄は、県への払込、未払込にかかわらず、当月中に市町村において徴収した徴収金の総額を記載し

てください。 

４ 「払込按分率⑤」欄は、次の区分により記載してください。 
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この場合の払込按分率は、市町村から県へ払込む月に従って記載するものであり、市町村が徴収した月ではない

ことに留意してください。 

⑴ 当該年度の５月から６月までの各月………………………前年度の確定按分率 

⑵ 当該年度の７月から翌年４月までの各月…………………当該年度の特定按分率 

⑶ 当該年度の翌年５月…………………………………………当該年度の確定按分率 

⑷ 未払込の県民税及び森林環境税を払込む場合の報告書…前年度の確定按分率 

５ 「森林環境税に係る過誤納金等⑧」欄は、予算を通じて支出した額を記載してください。 

６ 「当月払込んだ県民税及び森林環境税⑪」欄は、当月分の払込書（現年課税分は現年計、滞納繰越分は滞繰分

計）の額と一致させてください。 

７ 「清算による過払充当額⑫」欄は、次の⑴又は⑵に該当する場合のみ記載してください。 

⑴ 「滞納繰越分に係る個人の県民税及び森林環境税滞納状況報告書」の⑪欄が過払（△）となった場合は、この

報告書を提出した後に最初に提出する当該年度分払込報告書において当該年度現年課税分へ充当すべき過払額を

記載してください。 

 ⑵ 「現年課税分に係る個人の県民税及び森林環境税滞納状況報告書」の⑪欄が過払（△）となった場合は、この

報告書を提出した後に最初に提出する翌年度分払込報告書において現年課税分又は滞納繰越分へ充当すべき過払

額を記載してください。 

 

8

 号外第41号 島 根 県 報 令和６年３月31日  

 

 

 



第
8
1
号

様
式
（

第
3
6
条
関

係
）
 

第
 

 
 

 
 
号

 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
 

 
 

 
 
県

民
セ

ン
タ
ー

所
長
 
様

 

市
町

村
長
 

 
 

個
人

の
県

民
税

及
び
森
林

環
境
税
課

税
状

況
報

告
書
 

納
税

義
務

者
数
 

個
人

の
県

民
税

 

森
林

環
境
税
 

区
 

 
 

 
 

 
 
 
 

分
 

均
等

割
の

み
を

納
付
す
る

者
 

所
得

割
の

み
を

納
付
す
る

者
 

均
等

割
及

び
所

得
割

を
納

付

す
る

者
 

合
 

 
 
計
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

普
通

徴
収

 
人

  

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

給
与

所
得

か
ら

の
特
別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

年
金

所
得

か
ら

の
特
別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
実

人
員
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

区
 

 
 

 
 

 
 
 
 

分
 

総
額
 

県
民

税
 

市
町

村
民
税
 

森
林

環
境

税
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

計
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

計
 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

令
和

５
年

度

以
前

分
 

計
 

本 年
 

均  等  割
 

普
通

徴
収
 

円
  

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

給
与

所
得

か
ら

の
特

別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
金

所
得

か
ら

の
特

別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
普

通
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所  得

度 課
給

与
所

得
か

ら
の

特
別

徴
収
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税 額  ①
 

 割
 
年

金
所

得
か

ら
の

特
別

徴
収

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合    計
 

普
通

徴
収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

給
与

所
得

か
ら

の
特

別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
金

所
得

か
ら

の
特

別
徴

収
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

①
の

う
ち

本
年
度

の
歳
入

と
な

る
べ

き
額

 

②
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

①
の

う
ち
翌
年

度
の
歳
入

と
な
る
べ
き

額
 

③
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

前
年

度
の

課
税

額
の

う
ち

本
年

度
に

調
定

し
た

額
 

④
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
年

度
の

歳
入

と
な

る
べ

き
額

（
②

＋
④
）
 

⑤
 

  

 
（

Ａ
）

 
 

 
（

Ｂ
）

 
 

 
（

Ｃ
）

 
（

Ｄ
）

 

特
定

按
分

率
 

（
Ｂ

）
／

（
Ａ
）
 

 
0
.
 

 
 
 
 

（
Ｄ

）
／

（
Ａ
）
 

0
.
 

 
 

 
 
 

（
Ｂ

）
／

（
Ｂ

）
＋
（
Ｃ

）
 

0
.
 

 

備
考
 

 
 
１

 
納

税
義

務
者
数

は
、
年
度

当
初

の
状

況
で

記
入
し

て
く
だ
さ

い
。
 

 
 
２

 
特

定
按

分
率
は

、
小
数
点

以
下

５
位

ま
で

算
出
し

、
６
位
以

下
は

切
り

捨
て

て
く
だ

さ
い
。
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第
8
2
号

様
式

（
第
3
6
条
関

係
）
 

第
 

 
 

 
 
号

 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
 

 
 

 
県

民
セ

ン
タ
ー
所

長
 

様
 

市
町

村
長
 

 
 

個
人

の
県

民
税

及
び
森
林

環
境
税
変

更
状

況
報

告
書
 

現  年  課  税  分
 

区
 

 
分
 

当
該

年
度

の
歳

入
と
な
る

べ
き
額
 

総
 

 
額
 

個
人

の
県

民
税
 

森
林

環
境
税
 

件
数
 

人
員
 

県
民

税
 

市
町

村
民
税
 

令
和

６
年

度

以
後
分

 

令
和

５
年

度
 

以
前
分

 
計

 
令

和
６

年
度
 

以
後
分

 

令
和
５
年
度
 

以
前
分

 

令
和
６

年
度
 

以
後
分

 

令
和
５

年
度
 

以
前
分

 

令
和
６

年
度
 

以
後
分

 

令
和
５

年
度
 

以
前
分

 
計

 
令
和

６
年

度
 

以
後
分

 

令
和

５
年

度
 

以
前
分

 
計

 
人

員
 

税
額

 

当
初

決
定

額
 
①

 

円
  

円
 

円
 

 
 

人
 

人
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

人
 

円
 

増      減
 

退
職

所
得

の
分

離
課

税
額
 

②
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
別

徴
収

に
係

る
も

の
で

退
職

に
よ

る
増

減
額
 

③
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
得

税
の

更

正
、

決
定

に
よ

る
増

減
額
 

④
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
方

税
法

第
3
2
3

条
（

同
法

第
4
5

条
）

に
よ

る
減

免
額

及
び

森
林

環
境

税
及

び
森

林
環

境
譲

与
税

に
関

す
る

法
律

第
1
1
条

に
よ

る

免
除

額
 

⑤
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

課
税

誤
り

に
よ

る
増

減
額
 

⑥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

⑦
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

最
終

調
定
額
 

①
＋

⑦
 

⑧
 

 
 

（
Ａ
）

 
 

 
 

 
 

（
Ｂ
）

 
 

（
Ｃ
）

 
（

Ｄ
）
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確
定

按
分
率
 

⑨
 

⑨
－

ア
 

（
Ｂ
）

 

（
Ａ
）

 
0
.
 

⑨
－

イ
 

（
Ｄ
）

 

（
Ａ
）

 
0
.
 

⑨
－

ウ
 

 
 
（

Ｂ
）
 

 
 

（
Ｂ

）
＋

（
Ｃ
）
 

 

0
.
 

現  年  課  税  分
 

区
 

 
分
 

翌
年

度
の

歳
入

と
な
る
べ

き
額
 

総
 

 
額
 

個
人

の
県

民
税
 

森
林

環
境
税
 

県
民

税
 

市
町

村
民
税
 

令
和

６
年
度
 

以
後

分
 

令
和

５
年
度
 

以
前

分
 

計
 

令
和

６
年
度
 

以
後

分
 

令
和

５
年
度
 

以
前

分
 

計
 

令
和

６
年
度
 

以
後

分
 

令
和

５
年
度
 

以
前

分
 

計
 

税
額
 

当
初

決
定

額
 
①

 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

増      減
 

退
職

所
得

の
分

離
課

税
額
 

②
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
別

徴
収

に
係

る
も

の
で

退
職

に
よ

る
増

減
額
 

③
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
得

税
の

更

正
、

決
定

に
よ

る
増

減
額
 

④
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
方

税
法

第
3
2
3

条
（

同
法

第
4
5

条
）

に
よ

る
減

免
額

及
び

森
林

環
境

税
及

び
森

林
環

境
譲

与
税

に
関

す
る

法
律

第
1
1
条

に
よ

る

免
除

額
 

⑤
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

課
税

誤
り

に
よ

る
増

減
額
 

⑥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

⑦
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

最
終

調
定
額
 

①
＋

⑦
 

 ⑧
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

  

区
 

 
分
 

総
 

 
額
 

個
人

の
県

民
税
 

森
林

環
境
税
 

件
数
 

人
員
 

人
員
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令

和
６

年
度

以
後
分
 

令
和
５

年
度

以
前
分
 

計
 

令
和
６

年
度

以
後
分
 

令
和
５

年
度

以
前
分
 

令
和
６

年
度

以
後
分
 

令
和
５

年
度

以
前
分
 

当
初

の
滞

納
繰

越

額
 

⑩
 

円
 

円
 

円
 

 
 

人
 

人
 

人
 

 
滞  納  繰  越  分

 

増  減
 

所
得

税
の

更

正
、

決
定

等
に

よ
る

減
額
 

⑪
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

滞
納

繰
越

額
 
⑫

 

（
Ｅ
）

（
Ｆ
）

 
（

Ｇ
）

 
 

 
 

 

最
終

調
定

額
 

⑬
 

県
民
税

 

令
和

６
年

度

以
後

分
 

（
Ｅ

）
×

⑨
－
ア

 
 

 
 

 
 
 

（
Ｈ
）

市
町

村
民
税
 

（
Ｇ

）
－

（
Ｊ

）
－
（
Ｌ

）
 

（
Ｋ
）

令
和

５
年

度

以
前

分
 

（
Ｆ

）
×

⑨
－
ウ
 

（
Ｉ
）

森
林

環
境
税
 

（
Ｅ

）
×

⑨
－
イ
 

（
Ｌ
）

計
 

（
Ｊ
）

 

県
の

調
定
額
 

⑭
 

（
Ｊ

）
＋

前
年

度
未
払
込

の
県
民
税

 
（

Ｍ
）

円
＝
 

（
Ｌ

）
＋

前
年

度
未
払
込

の
森
林
環

境
税
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

（
Ｎ
）

円
＝
 

備
考
 

１
 

人
員

の
増
減

の
欄
は
、

実
人

員
に

異
動

を
生
ず

る
場
合
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。
 

２
 

⑨
の

欄
の

確
定
按
分

率
は
、
小

数
点

以
下

８
位

ま
で
算

出
し
、
９

位
以

下
は

切
り

捨
て
て

く
だ
さ
い

。
 

 
３

 
⑩

の
欄

の
「
総
額

」
、
「
人

員
」

の
欄

は
、

前
年
度

の
現
年
課

税
分

と
滞

納
繰

越
分
の

滞
納
額
の

合
計

額
を

記
載

し
て
く

だ
さ
い
。

 

 
４

 
⑭

の
欄

の
「

前
年

度
未
払

込
の

県
民

税
」

及
び

「
前

年
度
未

払
込

の
森

林
環

境
税

」
は

、
前
年

度
の

滞
納

状
況

報
告

書
の

⑨
の
欄

の
「

未
払

込
の

県
民

税
及

び
森
林

環
境

税
」

の
現

年
課

税
分

と
滞
納

繰
越

分
の

合
計

額
を
記
載

し
て
く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
「
未

払
込
の
県

民
税

」
、

「
未

払
込
の

森
林
環
境

税
」

が
過

払
（

△
）
と

な
っ
た
場

合
は

零
と

し
て

く
だ
さ

い
。
 

 
５

 
⑬

の
欄

の
（
Ｈ
）

（
Ｉ
）
（

Ｌ
）

の
額

は
、

１
円
未

満
は
切
り

捨
て

て
く

だ
さ

い
。
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第
83
号
様
式
（
第

36
条
関
係
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
 
 
 
県
民
セ
ン
タ
ー
所
長
 
様
 

市
町
村
長
 
 
 

滞
納
繰
越
分
に
係
る
個
人
の
県
民
税
及
び
森
林
環
境
税
滞
納
状
況
報
告
書
 

区
 
 
分
 

総
額
 

（
ア
）
 

個
人
の
県
民
税
 

森
林
環
境
税
 

人
員
 

県
民
税
 

（
イ
）
 

市
町
村
民
税

（
ウ
）
 

（
ア

）
－

（
イ

）
－

（
エ
）
 

摘
要
 

人
員
 

税
額
 

（
エ
）
 

摘
要
 

令
和

６
年
度

以
後
分
 

令
和

５
年

度

以
前
分
 

計
 

令
和

６
年
度

以
後
分
 

令
和

５
年
度

以
前
分
 

計
 

令
和

６
年
度

以
後
分
 

令
和

５
年
度

以
前
分
 

計
 

調
定

額
 
①
 

円
  

円
 

円
 

人
 

人
 

人
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
人
 

円
 

 

収
入

額
 
②
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

欠
損

額
 
③
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

還 付 未 済 額 

地
方

税
法

第

1
7
条

、
森

林

環
境

税
及

び

森
林

環
境

譲

与
税

に
関

す

る
法

律
第

1
3

条
の

過
誤

納

金
 

④
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
記

以
外

の

還
付
金
 

 ⑤
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

⑥
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①
－
②
－
③
＋
⑥
 

翌
年

度
繰

越
額
 

 ⑦
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
月

3
1
日

ま
で

に
 

県
へ

払
込

ん
だ

額
 

 ⑧
 

 
 

 
 

 
 

修   正
 

※
 

 

修   正
 

※
 

②
－
⑤
－
⑧
 

未
払

込
の

県
民

税
及

び

森
林
環
境
税
 

  ⑨
 

 
 

 
 

 
 

※
 

 
※
 

⑦
＋
⑨
 

県
の

翌
年

度
繰

越
額
 
 ⑩
 

 
 

 
 

 
 

※
 

 
※
 

 
備
考
 
１
 
②
の
（
ア
）
の
額
は
、
市
町
村
が
３
月

3
1
日
ま
で
に
徴
収
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
２

 
②

の
欄

の
（

イ
）

の
額

は
、

②
の

欄
の

（
ア

）
の

額
に

個
人

の
県

民
税

の
確

定
按

分
率

を
乗
じ

て
得

た
額

（
１

円
未

満
の

額
は
切

り
捨

て
）

を
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。
②

の
欄

（
エ
）
の
額
は
、
②
の
欄
の
（
ア
）
の
額
に
森
林
環
境
税
の
確
定
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
額
は
切
り
捨
て
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
②
の
欄
の
「
人
員
」
は
、
年
税
額
を
完
納
し
た
も
の
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
④
の
欄
の
「
人
員
」
は
、
実
人
員
に
変
動
の
あ
る
も
の
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
⑧
の
欄
の
額
に
は
、
前
年
度
の
未
払
込
の
県
民
税
及
び
森
林
環
境
税
の
払
込
額
は
含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

６
 
⑨
の
欄
の
額
が
過
払
（
△
）
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
⑩
の
欄
の
額
は
⑨
の
欄
を
零
と
し
て
算
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 
※
印
欄
は
記
載
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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第
84
号
様
式
（
第

36
条
関
係
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
 
 
県
民
セ
ン
タ
ー
所
長
 
様
 

市
町
村
長
 
 
 

現
年
課
税
分
に
係
る
個
人
の
県
民
税
及
び
森
林
環
境
税
滞
納
状
況
報
告
書
 

区
 
 
分
 

総
額
 

（
ア
）
 

個
人
の
県
民
税
 

森
林
環
境
税
 

人
員
 

県
民
税
 

（
イ
）
 

市
町
村
民
税
 

（
ウ
）
 

（
ア

）
－

（
イ

）
－

（
エ
）
 

摘
要
 

人
員
 

税
額
 

（
エ
）
 

摘
要
 

令
和

６
年

度

以
後
分
 

令
和

５
年

度

以
前
分
 

計
 

令
和

６
年

度

以
後
分
 

令
和

５
年

度

以
前
分
 

計
 

令
和

６
年

度

以
後
分
 

令
和

５
年

度

以
前
分
 

計
 

調
定
額
 

①
 

円
  

円
 

円
 

人
 

人
 

人
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
人
 

円
 

 

収
入
額
 

②
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

欠
損
額
 

③
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

還 付 未 済 額 

地
方

税
法

第

1
7
条

、
森

林

環
境

税
及

び

森
林

環
境

譲

与
税

に
関

す

る
法

律
第

1
3

条
の

過
誤

納

金
 

④
 

 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

上
記

以
外

の

還
付
金
 

 ⑤
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 ⑥
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①
－
②
－
③
＋
⑥
 

翌
年
度
繰
越
額
 

 ⑦
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

５
月

3
1
日

ま
で

に
 

県
へ

払
込

ん
だ

額
 

 ⑧
 

  

 
 

 
 

 

修   正
 

※
 

 

修   正
 

※
 

②
－
⑤
－
⑧
 

未
払
込
の
県
民
税
 

及
び
森
林
環
境
税
 

  ⑨
 

   

 
 

 
 

 
※
 

 
※
 

⑦
＋
⑨
 

県
の
翌
年
度
繰
越
額
 

 ⑩
 

  

 
 

 
 

 
※
 

 
※
 

 
備
考
 
１
 
②
の
（
ア
）
の
額
は
、
市
町
村
が
出
納
閉
鎖
日
（
５
月

3
1
日
）
ま
で
に
徴
収
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

②
の

欄
の

（
イ

）
の

額
は

、
②

の
欄

の
（

ア
）

の
額

に
個

人
の

県
民

税
の

確
定

按
分

率
を

乗
じ

て
得

た
額

（
１

円
未

満
の

額
は

切
り

捨
て

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
②

の
欄

（
エ
）
の
額
は
、
②
の
欄
の
（
ア
）
の
額
に
森
林
環
境
税
の
確
定
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
額
は
切
り
捨
て
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
②
の
欄
の
「
人
員
」
は
、
年
税
額
を
完
納
し
た
も
の
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
④
の
欄
の
「
人
員
」
は
、
実
人
員
に
変
動
の
あ
る
も
の
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 
⑨
の
欄
の
額
が
過
払
（
△
）
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
⑩
の
欄
の
額
は
⑨
の
欄
を
零
と
し
て
算
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
※
印
欄
は
記
載
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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 第85号様式中「又はあん分率」を「又は按分率」に改め、「に係る還付（充当」の次に「又は委託納付」を加え、「、

あん分率」を「、按分率」に、「払込あん分率」を「払込按分率」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項、第17号様式その１、第17号様式その２、第17号様式その

４及び第79号様式の改正規定（「島根県指定金融機関㈱山陰合同銀行」を「島根県会計管理者」に改める部分に限

る。）は令和６年４月１日から、第９条、第28条及び第35号様式の改正規定は令和７年１月１日から施行する。 

 （個人の県民税に関する経過措置） 

２ この規則による改正後の島根県県税条例施行規則第80号様式から第85号様式までの様式は、令和６年度以後の年度分

の個人の県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の報告について適用し、令和５年度分までの個人の県民税及び個人

の市町村民税の報告については、なお従前の例による。 

（用紙に関する経過措置） 

３ この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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